
黒石市危険空き家等除却事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、老朽化等により周辺の住環境に悪影響を及ぼしている、

又はそのおそれがある危険な空き家等の除却を促進し、市民の安全・安心

で良好な生活環境を確保するため、空き家等を除却する者に対し、予算の

範囲内において黒石市危険空き家等除却事業費補助金を交付するものとし、

その交付については、黒石市補助金等の交付に関する規則（昭和６０年黒

石市規則第７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱

の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(1) 空き家等 一戸建て住宅又は床面積の過半が住宅として使用されてい

た併用住宅（長屋及び共同住宅を除き、店舗等の用に供する部分の床面積

が延べ床面積の２分の１未満の店舗等併用住宅を含む。）で、おおむね１

年以上の長期間にわたって居住その他の使用がされていない状態にある

ものをいう。 

(2) 不良住宅 住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号）第２条第４項に

規定する住宅をいう。 

(3) 特定空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第

１２７号）第２条第２項に規定する特定空家等として市長が認めるものを

いう。 

(4) 所有者等 次のいずれかに該当する者をいう。 

 ア 空き家等の所有者として登記事項証明書（未登記の場合は、固定資産

評価証明書又は固定資産課税証明書）に記載されている者 

 イ アの相続人 

（補助対象物件） 

第３条 補助金の交付の対象となる空き家等（以下「補助対象物件」という。）

は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

(1) 市内に所在する空き家等であること。  

(2) 補助金の交付決定前に工事契約を締結しておらず、かつ、工事に着手し

ていないものであること。 

(3) 固定資産税課税台帳に登載されているものであること。 

(4) 所有権以外の私権が設定されていないものであること。 

(5) 不良住宅又は特定空家等であって、不良度（老朽度・危険度）の判定結



果が１００点以上であること。 

(6) 除却した後の土地（以下「跡地」という。）を次条に規定する計画的利

用に供するものであること。 

(7) 当該補助金に相当する補助金等の交付を既に県、他市町村等から受けて

いないものであること。 

（跡地利用） 

第４条 跡地は、地域活性化のための計画的な利用（以下「計画的利用」と

いう。）に供さなければならない。 

２ 計画的利用の開始の時期は補助対象物件の除却後１年以内とし、計画的

利用に供さなければならない期間は通算３年以上とする。     

３ 前条の規定にかかわらず、空き家等について、跡地を計画的利用に供す

ることができないと市長が認めた場合は、補助対象物件としない。 

（補助対象者） 

第５条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、

次の各号のいずれにも該当する個人又は法人とする。ただし、営利を目的

とする法人を除く。 

(1) 補助対象物件の所有者等である者 

(2) 補助対象物件の除却について全ての共有者から同意を得た者（補助対象

者のほかに権利者が存在する場合に限る。） 

(3) 個人にあっては、本人及び同一の世帯に属する者が、市に納付すべき市

民税、固定資産税及び軽自動車税（種別割）及び国民健康保険税（以下「市

税等」という。）を、法人にあっては、市に納付すべき法人市民税、固定

資産税、軽自動車税（種別割）を滞納していない者 

(4) 個人（同一の世帯に属する者を含む。）又は法人が、暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に

規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）ではない

こと又は同条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を

有していないこと。 

（補助事業に係る工事施工業者） 

第６条 補助対象物件の除却に係る工事（以下「補助事業」という。）を施

工する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者でなければならない。 

(1) 市内に本店若しくは営業所等を有する法人又は個人事業者 

(2) 建設業法第３条第１項に基づく土木工事業、建築工事業若しくは解体工

事業の許可を受けた者又は建設リサイクル法第２１条第１項に規定する

登録を受けた者 

（補助対象経費） 



第７条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

は、補助対象物件の除却に要する費用（消費税及び地方消費税を除く。）

とする。 

（補助金の額） 

第８条 補助金の額は、次の各号のいずれか少ない額とする。 

(1) 補助対象経費の実支出額の合計額又は国土交通大臣が定める標準除却

費（補助事業を行う年度における「住宅局所管事業に係る標準建設費等に

ついて（国土交通事務次官通知）」に規定する除却工事費）のいずれか少

ない額に１０分の８を乗じて得た額に２分の１を乗じて得た額 

(2) ５０万円 

２ 補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨

てた額とする。 

（事前調査） 

第９条 補助対象者は、除却しようとする物件が補助対象物件に該当するか

確認しようとするときは、黒石市危険空き家等除却事業費補助金事前調査

申込書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申込みを受けたときは、現地調査による審査

を行い、その結果を黒石市危険空き家等除却事業費補助金事前調査結果通

知書（様式第２号）により当該補助対象者に通知するものとする。 

（交付申請） 

第１０条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

黒石市危険空き家等除却事業費補助金交付申請書（様式第３号）に次に掲

げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 補助事業に係る見積書の写し（内訳明細の記載があるものに限る。） 

(2) 補助対象物件の位置図及び現況写真 

(3) 補助対象物件の登記事項証明書（未登記の場合は、固定資産評価証明書

又は固定資産課税証明書） 

(4) 補助対象物件の所有者等であることを証する書類 

(5) マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等

の写しで住所及び氏名が分かるもの（申請者が個人である場合に限る。） 

(6) 登記事項証明書等の写しで、申請者の所在地、名称及び代表者名が分か

るもの（申請者が法人である場合に限る。） 

(7) 市税等調査同意書（様式第４号） 

(8) 当該空き家等に関する共有者又は相続人の同意書（様式第５号。申請者

のほかに権利者が存在する場合に限る。） 

(9）跡地を地域活性化の利用に供する同意書（様式第６号） 



(10) 誓約書（様式第７号） 

(11) 委任状（委任する場合に限る。） 

(12) その他市長が必要と認める書類 

２ 申請者は、補助事業の契約を締結する前、かつ、補助事業を行う年度の  

１１月末日までに、前項の申請書及び添付書類を市長に提出しなければな

らない。 

３ 第１項の規定による申請は、予算の範囲内において先着順で受け付ける

ものとし、予算の額に達した場合は、前項に規定する期日の前に受付を終

了するものとする。 

（交付の決定） 

第１１条 市長は、前条第１項の規定による申請を受けた場合は、その内容

を審査し、補助金の交付の可否を決定し、黒石市危険空き家等除却事業費

補助金交付（不交付）決定通知書（様式第８号）により、申請者に通知す

るものとする。 

（変更申請等） 

第１２条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事

業者」という。）は、補助事業の内容を変更しようとするとき、又は補助

事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、黒石市危険空き家等除

却事業費補助金事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第９号）に次に

掲げる書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、

軽微な変更をする場合は、この限りでない。 

(1) 変更後の補助事業に係る見積書の写し（内訳明細の記載があるものに限

る。） 

(2) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、承認

することが適当と認めたときは、黒石市危険空き家等除却事業費補助金事業

変更（中止・廃止）承認通知書（様式第１０号）により補助事業者に通知す

るものとする。 

（実績報告） 

第１３条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、黒石市危険空き家等

除却事業費補助金事業完了実績報告書（様式第１１号）に次に掲げる書類

を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 補助事業に係る工事請負契約書の写し 

(2) 補助事業に係る領収書又は支払ったことが証明できる書類の写し 

(3) 補助事業に係る工事状況写真（施工前、施工中及び施工後の状況が確 

認できるものをいう。） 



(4) 補助事業に係る産業廃棄物管理票（マニュフェスト）Ａ票及びＥ票の写

し 

(5) その他市長が必要と認める書類 

２ 補助事業者は、前項の実績報告書を補助事業を行う年度の１月末日まで

に市長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定通知） 

第１４条 市長は、前条第１項の規定による実績報告を受けたときは、その

内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、交付すべき補助金の額を確

定し、黒石市危険空き家等除却事業費補助金交付額確定通知書（様式第  

１２号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求等） 

第１５条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、黒石市危険空き家

等除却事業費補助金請求書（様式第１３号）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求書が提出された日

から起算して３０日以内に口座振込により補助金を交付するものとする。 

 （跡地利用の調査） 

第１６条 市長は、跡地が計画的利用に供されていることを確認するため、

跡地の利用開始日及び利用期間内において１年に１回以上調査をするもの

とする。 

２ 跡地の所有者等は、前項の規定による調査に協力しなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第１７条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、黒

石市危険空き家等除却事業費補助金交付決定取消通知書（様式第１４号）

により、補助金の交付の決定を取り消すことができる。 

(1) この要綱に違反したとき。 

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(4) その他市長が不適当と認めたとき。 

（補助金の返還） 

第１８条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合

において、既に交付した補助金があるときは、黒石市危険空き家等除却事

業費補助金返還請求書（様式第１５号）により期限を定めて当該補助金を

返還させることができる。 

（その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 



 

附 則 

（施行期日等） 

１ この告示は、公示の日から施行し、改正後の黒石市危険空き家等除却事

業費補助金交付要綱（次項において「改正後の要綱」という。）の規定は、

令和７年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現にこの告示による改正前の黒石市危険空き家等除

却事業費補助金交付要綱の規定によりされている申請は、改正後の要綱の

規定によりされた申請とみなす。 

 


